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「
統
合
幕
僚
監
部
等
に
よ
る
イ
ラ
ク
『
日
報
』
に
係
る
大
臣
報
告
の
経
緯
に
つ
い
て
」
に
関
す
る
再
質
問
主
意

書

イ
ラ
ク
「
日
報
」
に
係
る
防
衛
大
臣
へ
の
報
告
を
意
図
的
に
遅
ら
せ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
か
ら
、
「
統
合
幕
僚

監
部
等
に
よ
る
イ
ラ
ク
『
日
報
』
に
係
る
大
臣
報
告
の
経
緯
に
つ
い
て
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書
を
提
出
し
た
が
、
そ
れ
に
対

す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
九
六
第
三
二
三
号
、
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
で
は
、
明
確
な
回
答
が
得
ら
れ
な
か
っ

た
た
め
、
再
度
質
問
す
る
。

防
衛
省
が
、
本
年
五
月
二
十
三
日
に
公
表
し
た
「
統
合
幕
僚
監
部
等
に
よ
る
イ
ラ
ク
『
日
報
』
に
係
る
大
臣
報
告
の
経
緯
に

つ
い
て
」
の
調
査
報
告
書
（
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
と
、
統
幕
参
事
官
は
三
月
十
二
日
の
鈴
木
統
幕
統
括
官
の

指
示
に
よ
り
、
大
臣
報
告
資
料
の
作
成
を
開
始
し
た
。
そ
し
て
三
月
十
四
日
に
は
、
そ
の
案
を
大
臣
官
房
文
書
課
（
以
下
「
文

書
課
」
と
い
う
。
）
に
説
明
す
る
と
と
も
に
、
統
幕
参
事
官
付
を
通
じ
て
、
「
早
く
大
臣
説
明
を
実
施
し
た
い
旨
」
を
伝
え
て

い
る
。

し
か
し
、
実
際
に
小
野
寺
防
衛
大
臣
へ
の
説
明
が
な
さ
れ
た
の
は
三
月
三
十
一
日
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
三
月
十
四
日
に
統
幕
参

事
官
側
か
ら
文
書
課
に
大
臣
説
明
を
早
期
に
実
施
し
た
い
旨
を
伝
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
実
現
に
、
そ
れ
ほ
ど
時
間
が

一



か
か
っ
た
の
か
疑
問
が
残
る
。
当
時
は
平
成
三
十
年
度
予
算
が
国
会
で
議
論
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
審
議
に
支
障
が

出
な
い
よ
う
に
故
意
に
遅
ら
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
あ
り
、
実
際
、
小
野
寺
防
衛
大
臣
に
説
明
が
な
さ
れ
た
の
は
予

算
成
立
直
後
で
あ
っ
た
。

一

報
告
書
に
よ
る
と
、
三
月
十
四
日
に
統
幕
参
事
官
側
か
ら
説
明
を
受
け
た
文
書
課
は
、
翌
十
五
日
に
統
幕
参
事
官
側
に
対

し
追
加
資
料
を
要
求
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
前
回
答
弁
書
は
、
「
い
わ
ゆ
る
『
日
報
』
の
確
認
状
況
等
に
つ
い
て

の
対
外
的
な
説
明
振
り
に
関
す
る
資
料
」
と
回
答
し
て
い
る
。

�

文
書
課
か
ら
の
追
加
資
料
の
要
求
を
受
け
た
統
幕
参
事
官
側
が
「
関
係
部
署
間
の
調
整
が
ほ
ぼ
了
し
た
」
こ
と
を
受

け
、
再
度
、
文
書
課
に
大
臣
報
告
資
料
案
の
説
明
を
行
っ
た
の
が
三
月
二
十
三
日
で
あ
っ
た
。

統
幕
参
事
官
側
に
お
い
て
、
文
書
課
か
ら
要
求
さ
れ
た
資
料
を
追
加
す
る
の
に
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
時
間
が
か
か
っ
た
の

か
、
具
体
的
な
作
業
内
容
に
つ
い
て
説
明
願
い
た
い
。

�

実
際
に
修
正
さ
れ
た
大
臣
報
告
資
料
案
は
、
三
月
十
四
日
の
文
書
課
へ
の
説
明
の
際
に
使
用
し
た
大
臣
報
告
資
料
案
か

ら
具
体
的
に
ど
の
部
分
が
、
ど
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
た
の
か
説
明
願
い
た
い
。

二

三
月
二
十
六
日
、
統
幕
参
事
官
付
と
文
書
課
員
は
、
佐
竹
大
臣
官
房
参
事
官
に
対
し
大
臣
報
告
資
料
案
に
つ
い
て
説
明
し

二



て
い
る
が
、
佐
竹
大
臣
官
房
参
事
官
か
ら
「
『
日
報
』
全
般
の
一
元
化
後
の
文
書
管
理
に
つ
い
て
指
摘
」
が
あ
り
大
臣
へ
の

報
告
が
遅
れ
て
い
る
。
報
告
書
に
よ
る
と
、
佐
竹
大
臣
官
房
参
事
官
か
ら
の
指
摘
に
対
し
て
は
、
翌
二
十
七
日
に
統
幕
参
事

官
付
等
か
ら
回
答
し
た
旨
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
大
臣
報
告
を
遅
ら
せ
て
ま
で
回
答
す
る
必
要
の
あ
る
内
容
で
あ
っ
た
の

か
、
具
体
的
な
回
答
内
容
に
つ
い
て
説
明
願
い
た
い
。
ま
た
、
そ
の
指
摘
に
よ
り
大
臣
報
告
資
料
案
の
修
正
は
あ
っ
た
の

か
、
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
た
の
か
説
明
願
い
た
い
。

三

三
月
十
四
日
に
統
幕
参
事
官
側
か
ら
文
書
課
に
「
早
く
大
臣
説
明
を
実
施
し
た
い
旨
」
を
伝
え
て
か
ら
、
実
際
に
大
臣
説

明
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
文
書
課
へ
の
説
明
と
修
正
、
次
に
佐
竹
大
臣
官
房
参
事
官
へ
の
説
明
と
回
答
、
更
に
大
臣
官

房
長
へ
の
説
明
と
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

�

通
常
、
大
臣
へ
の
説
明
を
行
う
場
合
、
防
衛
省
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
標
準
的
な

大
臣
説
明
資
料
の
作
成
過
程
と
比
較
し
て
具
体
的
に
説
明
願
い
た
い
。

�

三
月
十
四
日
に
、
統
幕
参
事
官
側
か
ら
文
書
課
に
対
し
、
「
早
く
大
臣
説
明
を
実
施
し
た
い
旨
」
を
伝
え
た
際
、
鈴
木

統
幕
統
括
官
及
び
統
幕
参
事
官
は
、
い
つ
ま
で
に
大
臣
説
明
を
実
施
し
た
い
と
考
え
て
い
た
か
伺
い
た
い
。
ま
た
、
統
幕

参
事
官
側
か
ら
「
早
く
大
臣
説
明
を
実
施
し
た
い
旨
」
の
意
思
表
示
を
さ
れ
た
文
書
課
と
し
て
は
、
い
つ
ま
で
に
大
臣
説

三



明
を
実
現
す
べ
き
と
考
え
て
い
た
の
か
当
時
の
認
識
を
伺
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


